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高齢者・ 障がい者施設での感染防止対策の初動対応等の徹底について 

 

平素より 、 県の福祉施策の推進にご理解と ご協力を賜り 、 厚く 御礼申し 上げます。  

さ て、 本県の感染状況は、 感染拡大「 第６ 波」 が下がり きらないまま、 今なお高い感染

水準で推移し ており 、 高齢者・ 障がい者施設での感染発生も依然と し て多く 、 クラスタ ー

の発生も続いており ます。  

「 第６ 波」 と なった 1 月以降の高齢者・ 障がい者施設における感染防止やクラスタ ーの

発生状況を確認すると 、 平時及び感染発生初動時の対応の遅れにより 、 大規模なクラスタ

ーに至る状況が多く 見受けられます。 こう し た事態を防ぐため、 この度、 平時及び初動時

の対応と し て、特に留意する点を抽出し 、チェ ッ クリ スト と し て整理し まし た。各事業所、

施設におかれまし ては、 職員、 関係者の皆様に周知すると と もに記載事項の徹底をお願い

いたし ます。  

また、 感染拡大防止のためには、 職員、 利用者の体調不良や感染発生初動の対応等を具

体的に想定し 、 実際に感染拡大の恐れが発生し た場合に、 対応の時宜を逸し 、 大規模なク

ラスタ ーに至ること がないよう に備えておく こ と が重要であるこ と から、 このチェ ッ クリ

スト を活用し 、 初動対応を整理し 、 訓練を実施し ていただきますよう 併せてお願いいたし

ます。  

 

記 

 

１  高齢者・ 障がい者施設における初動対応のための新型コ ロナウイルス対応チェ ッ クリ スト  

（ １ ） 概要 新型コ ロナウイルス感染症拡大防止に向けた留意事項を平時、 感染発生初動

時に分けて整理（ 別添のと おり ）  

（ ２ ） 活用方法（ 例）  

・ 施設の感染拡大防止対策の確認 

・ 職員への配布、 事務室や共用スペースへの掲示等による周知 

・ 職員研修や初動体制の訓練等を通じ た実施の徹底  

 

２  初動訓練 

（ １ ） 概要 チェ ッ クリ スト 記載事項に対応ができているか具体的な場面を想定し て訓練 

（ ２ ） 想定し ておく 場面（ 例）  

   ・ 平時（ 健康チェ ッ ク及び体調不良の報告（ 職員）、 健康チェ ッ クの確認、 体調不良



職員への出勤停止、 配置やシフト の見直し 、 検査実施 等）  

・ 感染発生初動時（ 施設のゾーニング、 Ｐ Ｐ Ｅ の着脱、 Ｐ Ｐ Ｅ の補充、 個室対応へ

の変更、 フロア、 ユニッ ト の往来制限、 消毒等の環境整備、 施設内療養者への対

応（ 嘱託医、 協力医療機関と の連携構築）  
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高齢者・ 障がい者施設における初動対応のための新型コ ロナウイ ルス対応チェ ッ ク リ スト  

＜平時の対応＞ 

〇 体調が悪いにも かかわら ず、「 軽症だから 。」「 自分が休むと 周囲に迷惑がかかる。」「 花粉症だと 思う 。」 などの

理由で出勤し 、 その間に周囲が感染し 、 結果と し て大規模なク ラ スタ ーに拡大するケースが多数見ら れます。 

〇 コ ロナガード （ 新型コ ロナウイ ルス対策の責任者） が毎日の体調確認を怠ら ず、 少し でも 体調が悪い方は出勤

さ せないよう に徹底し まし ょ う 。  

〇 適切な感染制御に向けて、 送付し た資料を関係者全員が見える場所に掲示するなど、 職員全員が感染拡大防止

に向けた対応を進めてく ださ い。  

〇 確認事項 （ 職員の健康管理と 体調不良時の対応）  

□ 職員の健康確認（ 業務開始前に実施） を徹底 （ □ 出勤時の確認／□ 出勤日以外も 確認）  

□ 健康確認の項目は「 当日の体温」「 過去 1 週間の発熱」「 喉の痛み、 咳、 倦怠感」  

□ 職員に対し 、「 大丈夫だから 」「 軽症だから 」「 花粉症ではないか」 と 安易に判断せず体調を記載するよう 徹底 

□ 「 コ ロナガード 」（ 新型コ ロナ感染症対策の責任者） の設置 

□ 発熱や体調の変化があっ た場合は、 躊躇せずに出勤を停止 

□ あら かじ め、 職員を出勤停止と し た場合に備えた応援体制を検討 

＜感染拡大の例： 軽い症状だと 仕事を 続けている間に周囲が感染し 、 数十人規模のク ラ スタ ーに拡大＞ 

 〇月 1 日 〇月 2 日 〇月 3 日 〇月 4 日 〇月 5 日 〇月 6 日 

職員Ａ  発症（ 喉痛）  出勤 出勤 PCR陽性   

職員Ｂ  出勤 出勤 出勤 出勤 PCR陽性  

利用者１  入所 入所 入所 入所 入所 PCR陽性 

利用者２  入所 入所 入所 入所 入所 PCR陽性 

利用者１ ５  入所 入所 入所 入所 入所 PCR陽性 



 

〇 確認事項 （ 基本的な感染防止対策の取組み、 施設内療養者への備え）  

□ 職員は常時マスク を着用（ 喫食時を 除く ）  

□ 職員は喫食事の黙食の徹底 

□ 消毒液による手指消毒の徹底 

□ ２ 方向の窓やド アを開放し 、 換気を 実施 （ □ 常時開放 ／ □ 時間を決めて開放 ［  ］ 時間毎）  

□ 共用スペースにアク リ ル板を設置 

□ Ｐ Ｐ Ｅ （ サージカ ルマスク 、 フ ェ イ スシールド あるいはゴーグル、 ガウン、 手袋 など） は岐阜地域福祉事務 

所、 県事務所から の供給があるので必要量を確保 

□ 入所者が施設内療養と なっ た場合に備え、 各施設の嘱託医、 協力医療機関、 地域の医療機関、 入所者のかかり

つけ医等に支援を依頼 

 



高齢者・ 障がい者施設における初動対応のための新型コ ロナウイ ルス対応チェ ッ ク リ スト  

＜感染発生初動時の対応＞ 

〇 施設内で感染者が発生し た場合は、 感染を拡大さ せないため、 職員でも 入所者でも 1 名発生し たら ただちに対

応するこ と が重要であり 、 速やかに感染拡大防止に向けた運営に切り 替える必要があり ます。  

〇 また、 施設内療養者に適切な医療支援を提供でき るよう 各施設の嘱託医、 協力医療機関、 地域の医療機関、 入

所者のかかり つけ医等と 医療支援が必要と なっ た場合の対応の確認を お願いし ます。  

〇 確認事項（ ゾーニング、 職員と 利用者の往来）  

□ 陽性と なっ た入所者は個室対応（ 食事・ 排泄・ 清拭管理）  

□ 共用スペースは原則使用禁止 

□ 各居室内がレッ ド ゾーン、 その他はグリ ーンゾーン 

□ 陽性者の入居するフ ロア、 ユニッ ト 等と 陽性者が出ていない他のフ ロアと の往来を 制限。  

（ 職員はフ ロア毎に専用で充てる）  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

〇 確認事項（ Ｐ Ｐ Ｅ ）  

□ ガウンと 手袋は各部屋の前に用意、 そこ で着用、 部屋を 出ると き 脱いで出る 

□ 多床室ではガウンと 手袋を患者毎に取り 替える 

□ 常時着用するＰ Ｐ Ｅ（ サージカ ルマスク ( 1 日 1 枚) 、 フ ェ イ スシールド あるいはゴーグル( 1 日 1 回消毒) ） と 追  

加で着用するＰ Ｐ Ｅ （ ガウン（ 1 名 1 枚）、 手袋（ 1 名 1 枚） を適切に管理 

□ Ｐ Ｐ Ｅ を着る手順と 脱ぐ 手順を徹底し 、 特に脱ぐ 場合はひと つのＰ Ｐ Ｅ を脱ぐ 毎に手指消毒をする 

□ 喀痰吸引時等で N95 マスク を着用する場合はサージカ ルマスク をアウタ ーに N95 マスク はイ ンナーに着用 

   



〇 確認事項（ 環境整備、 寝衣・ リ ネン・ 食器・ ゴミ 等）  

□ 寝衣・ リ ネンは、 部屋を十分換気し 、 マスク に加え、 フ ェ イ スシールド 、 手袋、 ガウン着用で交換し 、 ビニー

ル袋に包んで運び出す 

（ 家庭用洗濯機の通常工程の洗濯で対応可／（ 陽性者と 陰性者をのも のを分けて処理する必要はない。）  

□ 食器は、 陽性者が出た場合はディ スポにする 

□ ゴミ はビニール袋に包んで 72 時間放置 

□ ゴミ の一時保管場所を設定 

□ 共用部分やリ ハビリ 機器の消毒は、 1 日の回数と タ イ ミ ングを 決め、 丁寧に行う  

□ 感染者が触っ た可能性がある箇所のふき 取り 消毒 

□ 消毒薬は原則と し てアルコ ールと し 、 布のほう にアルコ ールを噴射し て十分含浸さ せてから 清拭 

□ 陽性であっ た入居者が退室し たあと の部屋の環境整備は 72 時間部屋立ち入り 禁止し てから 実施 

 

〇 確認事項（ 職員、 利用者への対応）  

□ 職員、 利用者の健康状態の確認 

□ 接触者をリ スト アッ プし 、 保健所へ報告 

□ 保健所の調査、 検査に協力 

□ 自宅に戻っ ても 家族と 同室の場合は基本マスク 着用、 基本は自室で過ごし 、 喫食・ 入浴・ 洗面は単独で行う よ

う 周知 

□ 施設内療養者に適切な医療支援を提供でき るよう 各施設の嘱託医、 協力医療機関、 地域の医療機関、 入所者の

かかり つけ医等に支援を依頼 

□ 退院時（ 療養基準を満たし た後） のＰ Ｃ Ｒ 検査（ 陰性確認） は不要 


